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・GIGAスクール構想によって整備されたICT環境が適切に維持・管理されるよう、端末の利用

に関する問合せ先や、故障・破損・紛失・盗難、ネット上のトラブルが発生した場合の対応

手順や連絡先をあらかじめ定め、家庭・保護者と学校・学校設置者間で共有するなど、自校

におけるICT環境整備の方針を明確にするとともに、次期端末更新期を見据え、児童生徒が

家庭等のあらゆる場所において端末を有効に活用して学ぶことができるよう、関係者と緊密

に連携して、学校外においても端末を安全・安心に利用することができる環境を整え、学校

での対面授業とオンライン学習のハイブリッド型の学びのサイクルの構築に取り組む。 

 

・道立高等学校等については、個人所有の端末を持ち込む BYOD の手法による１人１台端末の

効果的な活用を促進する。また、端末の所有が困難な生徒に対して、学校が所有する端末等

を貸し出すなど経済的な事情等への配慮を十分講じながら、道立高等学校等における学びの

充実を図る。加えて、授業における BYOD 端末の使用状況等を把握し、各学校の規模や学科

構成等を勘案しながら、学校に整備するリースパソコンの必要セット・台数について別途方

針を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１人１台端末など ICT機器を効果的に活用するために十分な通信環境の確保のため、ICT活

用サポートデスクによる支援を実施するとともに、専門家によるアセスメントの実施や通信

環境の整備について必要な指導や助言に努めるなど、道内全ての地域で児童生徒が ICTを快

適に活用できる環境を確保する。 

(３) ICTを活用するための環境の整備 

① 学校における ICTの活用のための環境の整備 

図表39  道立高校等におけるBYODに関するパンフレット（道教委作成） 
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・道立学校の教育情報通信ネットワーク（スクールネット＊46）について、北海道教育大学と連

携して、国立情報学研究所の学術情報ネットワーク SINET＊47の活用などにより学校における

通信速度を確保するとともに、GIGAスクール構想により整備した校内情報通信ネットワーク

の適切な運用を行う。 

 

・ICT を活用したオンライン学習環境を確保するため、経済的な理由等により通信環境が十分

に整っていない家庭に対し、就学援助や国の補助金等を活用した通信環境の整備への支援を

促進するなどして、全ての児童生徒の学びを保障することできるよう努める。 

 

・国の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改訂や教育データの標準化

の状況等の動向を踏まえながら、教職員・児童生徒の双方がアクセスできる学習系ネットワ

ークと、教職員のみがアクセスできる校務系ネットワークの分離を必要としない、アクセス

制御による対策を講じた上での校務系・学習系ネットワークの統合等、スクールネットや校

務支援システム、情報セキュリティ対策などの将来像を検討する。その際、学校が情報セキ

ュリティ対策について、過度に意識する必要のないシステム構築の在り方を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学習系の各システムや校務支援システムについては、市町村により異なることを踏まえ、導

入状況等を把握し、情報共有するとともに、将来的な各システム間での相互運用を踏まえた

導入を促進する。特に校務支援システムについては、教職員の異動に伴う校務の ICT環境を

維持できる共同利用型の北海道公立学校校務支援システム＊48の導入の促進を図る。 
 

・過度なフィルタリング＊49 により学習上必要なコンテンツにアクセスできない状況について

実態を把握し、学校や市町村教育委員会に対して必要な対策を講ずる。 

 

図表40  教育情報セキュリティポリシーガイドラインの概要（令和４年３月）（文部科学省資料） 
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・教員及び児童生徒が、授業の教材として使うために、著作物をクラウドなどインターネット

を介して送信などする場合に必要な授業目的公衆送信補償金の制度について、市町村教育委

員会に周知し、利用を促進するとともに、児童生徒が著作権に対する知識や意識を持ち、理

解を深められるよう、国の著作権教育用コンテンツの活用を促進するなどして、学校の教育

活動を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・情報端末・教科書・ノート等の教材・教具を常時活用できる教室用机の整備や、学校備品及

び生徒持込みの端末に係る物損保証制度の確認や修繕費用等の取扱いなど、端末を使いやす

い環境整備に向けた検討を行う。 

 

・国や地方自治体等の公的機関が作成した問題を活用し、学習やアセスメントができる文部科

学省のCBT（Computer Based Testing）＊50システムであるMEXCBT（メクビット）について、

優れた取組事例の普及など、各学校や市町村教育委員会における授業や家庭学習等での活用

を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表41  授業目的公衆送信補償金制度について（文化庁、SARTRAS資料をもとに道教委作成資料） 

図表42  文部科学省CBTシステム（MEXCBT：メクビット）について（文部科学省資料） 



43 

 

・ICT の活用例としては、デジタル教科書などを活用して授業内容の理解全般を助けるものの

ほか、例えば、視覚障がいであれば、文字の拡大や音声読み上げ、聴覚障がいでは、音声を

文字化するソフトや筆談アプリ等のコミュニケーションツール、知的障がいでは、動画やア

ニメーション機能を活用した学習内容を具体的にイメージする情報提示、肢体不自由では、

大型スイッチ、視線入力装置による表現活動の広がりやコミュニケーションの代替、病弱で

は、病室と教室を結ぶ遠隔教育のシステム、発達障がいでは、書字や読字が難しい人にとっ

てのコンピュータを用いた出入力や音声読み上げなど、障がいの状態等に応じた指導の充実

に大きく寄与していることから、児童生徒の障がいに応じた補助装置等の整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各学校段階で実施する学力調査等を活用し、小・中・高を通した学力の状況を系統的に把握、

分析するとともに、主体的に学習に取り組む態度と思考力・判断力・表現力の関係など、資

質・能力の観点ごとの分析結果を踏まえ、ICT を活用した授業改善、様々な能力をバランス

よく把握し指導の工夫に生かすチャレンジテスト＊51 や公立高等学校入学者選抜学力検査問

題等の改善に取り組む。あわせて、発達の段階に応じた学習習慣の定着や学習意欲の向上の

観点から、学校と家庭の連携による効果的な家庭学習の推進など、優れた事例の普及などを

含め、学力向上の施策として、市町村教育委員会とも連携しながら推進する。 

 

・国が進める教育データ標準化に関する検討状況や、次世代の校務デジタル化推進に関わる

動向を注視しながら、校務系データと学習系データ、行政系データとの連携の在り方やビ

ッグデータの生成、利便性の高いクラウドツールの積極利用などの検討を進め、学校 DXを

推進する。 

    

 

 

② 教育データの利活用、教育におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進 


